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第１章 総則

（目的）

第１条 この訓令は、防衛省における情報業務に係る組

織及び機能の充実、強化のための各種施策を推進する

とともに、情報本部を始めとする防衛省の情報業務に

係る組織相互の緊密な連携を確保し、もって防衛省に

おける情報業務を円滑かつ効果的に行うため必要な事

項を定めることを目的とする。

（用語の意義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。



⑴ 情報業務 防衛省設置法（昭和２９年法律第１６

４号）第４条第４号に規定する事務をいう。

⑵ 各幕僚長 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚

長をいう。

⑶ 各幕僚監部 陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航

空幕僚監部をいう。

⑷ 部隊等 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊

の部隊及び機関のうち防衛大臣直轄のものをいう。

⑸ 中期計画 閣議において決定される中期的な防衛

力整備計画をいう。

第２章 防衛省情報委員会

（防衛省情報委員会の設置）

第３条 防衛省における情報業務を円滑かつ効果的に実

施するために必要な事項を審議することを目的として、

防衛省に防衛省情報委員会（以下「委員会」という。

）を置く。

（委員会に対する防衛大臣の指示）

第４条 防衛大臣は、必要に応じて、委員会に対し、防



衛省における情報業務に関する事項についての審議を

指示する。

（委員会の構成等）

第５条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

２ 委員長は、事務次官をもって充てる。

３ 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

４ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

⑴ 防衛審議官

⑵ 大臣官房長

⑶ 防衛政策局長

⑷ 情報業務に関する事項を整理する防衛政策局次長

⑸ 委員長の指名する審議官

⑹ 統合幕僚長

⑺ 陸上幕僚長

⑻ 海上幕僚長

⑼ 航空幕僚長

⑽ 情報本部長

⑾ その他委員長の指名する者



５ 委員長は、関係のある防衛省職員に対し、資料の提

出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めること

ができる。

（情報企画小委員会の設置）

第６条 委員会の審議に資するため、委員会の下に、情

報企画小委員会（以下「小委員会」という。）を置く。

（小委員会の構成等）

第７条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもっ

て構成する。

２ 委員長は防衛政策局長を、副委員長は情報本部長を

もって充てる。

３ 委員長は、小委員会を招集し、会務を総理し、副委

員長は委員長を補佐する。

４ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

⑴ 委員会の委員である防衛政策局次長

⑵ 委員会の委員である審議官

⑶ 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部長

⑷ 海上幕僚監部指揮通信情報部長



⑸ 航空幕僚監部運用支援・情報部長

⑹ 第１４条第３項の規定に基づき情報本部長が指名

した情報官

⑺ その他委員長の指名する者

５ 委員長は、関係のある防衛省職員に対し、資料の提

出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めること

ができる。

６ 委員長は、必要と認めるときは、委員会の委員長に

委員会の開催を求めることができる。

（審議事項）

第８条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

⑴ 防衛省における情報業務の実施に関する事項

⑵ 防衛省の情報組織及び情報機能の充実、強化のた

めの各種施策に関する事項

⑶ 情報本部の業務の運営の基本に関する事項

⑷ その他防衛大臣の指示した事項

２ 委員会において審議する事項は、あらかじめ小委員

会の審議を経ることを原則とする。



（情報業務実施指針の作成）

第９条 委員会は、毎年度、情報業務の実施に係る指針

（以下「情報業務実施指針」という。）を作成するも

のとする。ただし、当該年度において情報業務実施指

針に重要な修正を加える必要が生じた場合には、情報

業務実施指針を修正することができる。

（防衛大臣への報告）

第１０条 委員会は、第４条に規定される防衛大臣の指

示が行われた場合又は委員長が必要と判断した場合に

は、委員会の審議内容その他の事項をとりまとめ、防

衛大臣に報告するものとする。

（委員会及び小委員会の庶務）

第１１条 委員会及び小委員会の庶務は、防衛政策局調

査課において処理する。

第３章 情報業務の実施

（情報業務の実施）

第１２条 防衛大臣は、必要に応じて、各幕僚長又は情

報本部長に対し、情報業務の実施に関する指示を行う。



２ 各幕僚長は、前項に規定される防衛大臣の指示及び

情報業務実施指針に基づき、情報業務を実施するもの

とする。

３ 情報本部長は、第１項に規定される防衛大臣の指示

及び情報業務実施指針に基づき、情報本部に対する情

報支援に係る要求を踏まえ、情報業務を実施し、当該

業務から得られた情報の速やかな提供等、所要の部署

に対する情報支援を実施するものとする。

（相互協力等）

第１３条 統合幕僚長、各幕僚長及び情報本部長は、本

訓令の目的に従い、情報業務に関し相互に協力するも

のとする。

（統合運用に必要な情報支援の実施）

第１４条 情報本部は、統合運用による円滑な任務遂行

に資するため、統合幕僚監部に対し、情報本部組織規

則（平成９年総理府令第１号）第８条第１号から第６

号までに掲げる事務の実施等を通じて、統合幕僚監部

による所掌事務の遂行に必要な情報支援を行うものと



する。

２ 情報本部は、統合運用による円滑な任務遂行に資す

るため、部隊等に対し、統合幕僚長の監督を受ける隊

務の運営に必要な情報支援を行うものとする。

３ 情報本部長は、前２項に規定する情報支援に係る業

務を総括整理する情報官を指名するものとする。当該

情報官は、統合幕僚長と密接に連携し、統合幕僚監部

がその所掌事務の遂行に必要とする情報支援を適時適

切に実施する責務を有する。

４ 統合幕僚長は、統合幕僚監部の所掌事務の遂行に必

要な情報支援について、前項の情報官を通じて情報本

部長に対し要求することができる。

５ 部隊等の長は、統合幕僚長の監督を受ける隊務の運

営に必要な情報支援について、第３項の情報官を通じ

て情報本部長に対し要求することができる。

（統合幕僚監部、各幕僚監部及び部隊等と情報本部と

の関係）

第１５条 統合幕僚監部は、その所掌事務の遂行に伴い



情報本部が必要とする情報を入手した場合には、速や

かに情報本部に当該情報を提供するものとする。

２ 部隊等は、統合幕僚長の監督を受ける隊務の運営に

伴い情報本部が必要とする情報を入手した場合には、

速やかに情報本部に当該情報を提供するものとする。

３ 情報本部長は、前２項に規定する情報の提供につい

て、統合幕僚長及び当該部隊等の長に対し要求するこ

とができる。

４ 情報本部長は、情報収集に必要と判断した場合には、

統合幕僚長に対し、警戒監視活動の実施等情報収集の

ために必要な措置を要求することができる。

５ 統合幕僚長は、情報本部長から前項に規定する要求

を受けた場合、部隊等の状況を勘案の上、当該措置の

実施の可否について総合的に判断し、所要の措置を講

ずるものとする。

６ 各幕僚監部は、その所掌事務の遂行に伴い情報本部

が必要とする情報を入手した場合には、速やかに情報

本部に当該情報を提供するものとする。



７ 部隊等は、各幕僚長の監督を受ける隊務の運営に伴

い情報本部が必要とする情報を入手した場合には、速

やかに情報本部に当該情報を提供するものとする。

８ 情報本部長は、前２項に規定する情報の提供につい

て、各幕僚長及び当該部隊等の長に対し要求すること

ができる。

９ 情報本部は、その所掌事務の遂行に伴い各幕僚監部

が必要とする情報を入手した場合には、速やかに各幕

僚監部に当該情報を提供するものとする。

１０ 各幕僚長は、前項に規定する情報の提供について、

情報本部長に対し要求することができる。

第４章 施設の管理等の業務の支援

（施設の管理等の業務の支援）

第１６条 統合幕僚長及び各幕僚長は、情報本部がその

情報業務を十分に実施し得るよう、情報本部における

次の各号に掲げる業務の実施について所要の支援を行

うものとする。ただし、統合幕僚長又は各幕僚長と情

報本部長との協議によりその必要がないと認められた



場合には、この限りでない。

⑴ 施設の管理に関すること。

⑵ 警備に関すること。

⑶ 施設の防火に関すること。

⑷ 給養に関すること。

⑸ 衛生に関すること。

⑹ 電話施設の管理及び運営に関すること。

⑺ その他統合幕僚長又は各幕僚長と情報本部長との

協議により定められた事項に関すること。

２ 前項の支援の内容については、統合幕僚長又は各幕

僚長と情報本部長とが協議して定める。

第５章 防衛諸計画の作成等に伴う見積り

（情報本部の作成する見積り）

第１７条 情報本部は、防衛諸計画の作成等に関する訓

令（平成２７年防衛省訓令第３２号。以下「諸計画訓

令」という。）第３条第１項各号に規定する事項のう

ち、次の各号に掲げるものに資するため、それぞれ当

該各号に定める見積りを作成するものとする。



⑴ 統合機動防衛力構築委員会の取組 長期情報見積

り

⑵ 防衛、警備等に関する計画 内外の諸情勢に関す

る見積り

（長期情報見積りに係る防衛大臣の指示）

第１８条 防衛大臣は、諸計画訓令第７条の規定による

指示に際し、情報本部長に対し、長期情報見積りの作

成を指示するとともに、作成に当たっての指針とすべ

き事項を示す。

（長期情報見積り）

第１９条 長期情報見積りは、諸計画訓令第３条第２項

第１号に規定する防衛力指針に資することを目的とし、

原則としてその作成する年度以降おおむね１０年間を

対象とし、我が国の安全保障に影響を及ぼす内外の諸

情勢について見積もるものとする。

２ 情報本部長は、前条の長期情報見積りの作成の指示

があったときは、防衛政策局長と協議の上、長期情報

見積りを作成し、防衛大臣に報告するとともに、同訓



令第５条に規定する統合機動防衛力構築委員会に送付

するものとする。

３ 情報本部長は、長期情報見積りの作成に当たっては、

装備品等の研究開発に関する訓令（平成２７年度防衛

省訓令第３７号）第７条の規定により防衛装備庁長官

が作成する技術動向見積りを参考とするものとする。

（防衛、警備等に関する計画の作成に資するための見

積り）

第２０条 第１７条第２号に規定する内外の諸情勢に関

する見積りの作成等に関し必要な事項は、別に定める。

第６章 中期情報能力整備計画等

（中期情報能力整備計画の作成等に係る防衛大臣の指

示）

第２１条 防衛大臣は、新たに中期計画が決定された場

合、情報本部長に対し、中期情報能力整備計画の作成

を指示するとともに、作成に当たっての指針とすべき

事項を示す。

２ 防衛大臣は、中期計画が見直された場合には、必要



に応じ、情報本部長に対し、中期情報能力整備計画の

見直しについて指示する。

（中期情報能力整備計画）

第２２条 中期情報能力整備計画は、原則としてその作

成する年度以降おおむね５年間を対象とし、中期計画

及び内外における科学技術のすう勢を踏まえて、情報

本部が対象期間内に保持すべき情報機能・情報能力を

明らかにし、これを達成するための各諸施策の計画的

実施を図ることを目的とする。

２ 情報本部長は、防衛大臣から前条第１項又は第２項

の規定により指示があったときは、速やかに中期情報

能力整備計画を防衛政策局長と協議の上作成し、又は

見直し、防衛大臣に報告するものとする。

３ 情報本部長は、中期情報能力整備計画に対する業務

実施の進行の度合い、その能率及び業務実施中に生じ

た重要な事項等を常に分析検討し、次期中期計画の作

成に向けた適切な時期に委員会に報告するものとする。

（情報本部の年度業務計画）



第２３条 情報本部の年度業務計画は、長期情報能力整

備計画等を参考として、当該業務計画の対象とする年

度において実施すべき情報能力の整備、維持等に係る

事項について、その達成の目標及び方途を明らかにし、

予算の見積り及び執行の基礎とすることを目的とする。

２ 情報本部の年度業務計画は、次の各号に掲げるもの

をもって構成する。

⑴ 基本計画 計画の方針に準拠して、努めて具体的

に表示した達成目標及び達成方途

⑵ 細部計画 前号以外のものについて、情報本部長

の定める区分に従い、達成目標並びに必要に応じて、

その実施の時期及び所要の人員、資材、経費、法令

等を具体的に表示した手順を含む達成方法

３ 情報本部長は、毎年度、基本計画についてはその計

画の対象とする年度の前年度の所要の時期までに概算

要求の基礎となる計画案を作成し、予算の成立後、直

ちに、必要に応じて所要の修正を行い、原則として当

該年度開始前に、防衛大臣の承認を得るものとし、細



部計画については所要の時期までに作成し、防衛大臣

に報告するものとする。

４ 情報本部長は、基本計画に重要な修正を加える必要

が生じた場合には、速やかに、修正の上、防衛大臣の

承認を得るものとし、細部計画に重要な修正を加える

必要が生じた場合には、速やかに、修正の上、防衛大

臣に報告するものとする。

５ 情報本部長は、情報本部の年度業務計画に対する業

務実施の進行の度合、その能率及び業務実施中に生じ

た重要な事項等を常に分析検討し、計画とその実施を

調整するとともに、実施した結果を当該年度終了後、

速やかに、防衛大臣に報告するものとする。

第７章 雑則

（委任規定）

第２４条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定

める。

附 則

この訓令は、平成１８年３月２７日から施行する。た



だし、第２１条から第２３条までの規定は、平成１８年

度以降の年度を対象として作成する長期情報能力構想及

び年度業務計画から適用する。

附則（平成１９年防衛庁訓令第１号）（抄）

１ この訓令は、平成１９年１月９日から施行する。

附則（平成２１年防衛省訓令第４８号）

この訓令は、平成２１年８月１日から施行する。

附則（平成２６年防衛省訓令第４０号）

この訓令は、平成２６年７月２５日から施行する。

附則（平成２７年防衛省訓令第３９号）（抄）

（施行期日）

第１条 この訓令は、平成２７年１０月１日から施行す

る。

附則（平成２９年防衛省訓令第９号）

この訓令は、平成２９年３月２７日から施行する。


